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☆最近改正された韓国特許法の解説（上） … ⑴

　2016年２月29日付け公布された改正特許法（法律
第14035号改正）が2017年３月１日から施行されてい
ます。 同改正には①審査請求期間を、従来の特許出
願日から５年以内であったものを日本同様３年以内
に短縮し（第59条第２項を改正）、②日本の異義申
立て制度に該当する取消申請制度を導入し（第132
条の２〜第132条の15を新設）、③登録査定後に、明
白な拒絶理由が発見された場合、審査官が職権で当

該登録査定を取り消し、再度審査することができる
職権再審査制度を導入し（第66条の３を新設）、④
従来、拒絶理由ではない明確な誤字・脱字などにつ
いてのみ審査官による職権補正が可能でしたが、こ
れを拒絶理由に該当する記載不備事項のうち、明ら
かに間違って記載された場合にも、職権補正が可能
となるよう、職権補正の範囲の拡大（第66条の２を
改正）、⑤冒認出願に関連して、従来特許法第35条
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において “無権利者の特許登録公告があった日から
２年以内”という要件を削除することで、正当な権
利者が、無権利者特許に対する無効審決確定日から
30日以内に特許出願をすれば、無権利者が特許出願
したときに正当な権利者が特許出願したものとみな
されることになりました（第35条を改正）。さらに
正当な権利者に、上記のような特許出願による救済
以外に、日本と同様に民事訴訟を通じても直接、無
権利者から権利の移転を請求することができる特
許権の移転請求制度を導入し（第99条の２を新設）、
⑥国内優先権主張出願が出願公開又は設定登録され
た場合、その基礎となった先出願に対して、書類の
閲覧が可能となるよう書類閲覧根拠の整備（第216
条を改正）、⑦特許に関する手続をした者がその責
めに帰することができない事由により拒絶査定不服
審判の請求期間又は再審の請求期間を遵守すること
ができなかったときにおいて追完が可能期間を、従
来の、その事由がなくなった日から“14日以内”を

“２ヶ月以内”に延長し（第17条を改正）、⑧従来、
無効審判手続において、訂正請求の取下げはいつで
も可能でしたが、これを訂正請求可能期間とその期
間の満了日から１ヶ月以内の期間、さらに訂正請求
に対して不認定が通知された場合、当該不認定通知
に対する意見書提出期間内においてのみ可能となる
よう制限し（第133条の２を改正）、⑨当事者の申請
により、審判又は訴訟手続の中止が可能になり（第
164条を改正）、さらに訂正審判請求期間の制限規定
を新設しました（第136条を改正）。
　その後2016.３.29.付け公布され2016年６月30日か
ら施行されている改正特許法１（法律第14112号改正）
においては、①特許権を放棄するか、特許拒絶査定
が取り消された場合等にも、特許料又は審判請求料
等が返還可能となるようにし（第84条を改正）、②
特許侵害訴訟において裁判所の証拠提出命令の対象
範囲を書類から資料に拡大し、侵害に関する証明資
料も含めるようにし、さらに当事者が正当な理由な
く資料提出命令に応じない場合、裁判所は資料の記
載に対する相手の主張を、真実であると認定するよ
うにし（第132条第１項の改正及び第２項〜第５項
を新設）、また③損害額算定のために裁判所が鑑定
を命じた場合、当事者は鑑定人に必要な事項を説明
するよう義務化する（第128条の２を新設）などの改
正が行なわれました。

　本稿では、今回の韓国特許法改正において、特許
業務に携わっている日本の実務者に重要と思われる
改正内容を、理解しやすく説明することをその目的
としています。

Ⅰ．2017年３月１日から施行されてい
る特許法改正内容

１．審査請求期間を、特許出願日から３年以内に短
縮（第59条第２項を改正）

従来特許法第59条には、“特許出願があったと
きは、何人も、その出願日から５年以内に、特許
庁長官に、特許出願について出願審査の請求をす
ることができる２。”と規定していました。

ところで、上記５年以内の審査請求期間は、先
進主要国と比べて相対的に長いだけでなく３、権
利確定の遅延による当該特許に関連して、事業化
を準備中の第三者にとって監視負担の増加という
問題点がありました。

したがって、今回の改正法では、現行の“５年
以内”の審査請求期間を日本同様“３年以内”に
短縮することで、このような問題を解消していま
す。

・適用対象
この規定は、2017年３月１日以後に出願された

特許出願から適用されています４。

２．取消申請制度の導入（第132条の２〜第132条
の15を新設）

（１）改正内容
無効審判制度に関連して、従来、特許法第

133条には、“利害関係人、または審査官は無効
審判を請求することができる。ただし、特許権
の設定登録日から登録公告日後３ヶ月は、何人
も無効審判を請求することができる。”と規定し
ていました。

ところで、無効審判制度は手続が複雑である
だけでなく、審決の不服に関連した審決取消訴
訟手続も、すべて審判請求人が直接行わなけれ
ばならないため、審判請求人としては負担が増
えるという問題がありました。また、諸外国に
比べて相対的に高かった無効審判請求に対する
認容率５も低める必要が生じました。また、不


